
（平成２３年２月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認三重地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

三重国民年金 事案 979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 10 月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 46年３月まで 

    時期ははっきりとしないが、市から、私と私の弟の国民年金保険料が納

付されていないという通知が送られてきたため、母親が市の出張所に出向

き、私たち兄弟の国民年金加入手続とそれまでの未納期間の保険料納付を

行った。その翌月からは集金により定期的に保険料を納付するようになっ

たが、まとめて納付した期間の保険料が未納となっているので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について国民年金保険料を全

て納付している上、申立期間当時、申立人と同居し、申立人の保険料を納付

していたとする申立人の母親についても、申立人の父親と共に、国民年金制

度発足時に国民年金に加入して以降、60 歳に到達する時期まで未納は無いこ

とから、申立人の母親の納付意識は高かったものと考えられる。 

  また、申立人の母親は、時期は明確でないながらも、申立人とその弟の国

民年金保険料が未納である旨通知を受けたため、申立人及びその弟の国民年

金加入手続と未納期間に係る保険料の遡及納付を同時に行ったとしていると

ころ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年６月にその弟と連番で払

い出されていることから、申立人及びその弟の国民年金加入手続は同時に行

われたことが確認できる上、その時点は第１回特例納付の実施期間内である

ことから、申立期間の保険料は全て特例納付及び過年度納付により遡及納付

することが可能であり、申立期間の保険料をまとめて納付したとする申立人

の母親の供述も不自然ではなく、申立内容は基本的に信用できる。 



                      

  

  このため、申立人は、第１回特例納付の実施を契機として国民年金に加入

したものと考えられる上、市の申立人に係る国民年金被保険者名簿から、申

立期間直後の昭和 46 年４月から同年６月までの国民年金保険料が、申立人の

国民年金手帳記号番号が払い出された翌月の同年７月に現年度納付されてい

ることが確認でき、申立人の母親の供述と符合していることや、その後の納

付状況などを勘案すると、あえて申立期間について国民年金保険料を納付し

なかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。



                      

  

三重国民年金 事案 980 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料については､納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から同年３月まで 

昭和 52 年２月に厚生年金保険に加入後、51 年４月から 52 年１月までの

10 か月分の国民年金保険料が未納であったため、金融機関でまとめて納付

した。51 年３月までの保険料は一期分ずつ納付しており、申立期間だけ抜

かして納めることは考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 49 年９月に払い出されており、

申立人が所持する国民年金保険料領収証書から、申立人は、50 年１月に 49

年４月から同年 12 月までの保険料を現年度保険料として遡及納付後、50 年

１月から同年９月までの保険料を３か月ごとに一期ずつ納付していることが

確認でき、この当時、定期的な保険料納付が行われていた状況がうかがわれ

る上、申立期間直前の同年 10 月から同年 12 月までの保険料についても、納

付日は不明であるものの現年度納付されている。 

さらに、申立人は、申立期間直後の昭和 51 年４月から 52 年１月までの国

民年金保険料を同年 12 月６日に過年度納付しているが、その時点で申立期間

についても過年度納付することが可能であった上、前述の納付状況や、申立

期間が短期間であることなどを勘案すると、あえて申立期間のみ保険料を納

付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成

元年 12 月は 20 万円、２年８月から同年９月までは 24 万円、３年９月は 26

万円、４年７月は 32万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年８月 21日から平成５年８月８日まで 

ねんきん定期便に記載されている標準報酬月額及び厚生年金保険料納付

額と、私が保管している給与支給明細書の報酬月額及び厚生年金保険料控

除額が異なっているため、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成元年 12 月、２年８月から同年９月まで、３年９月及

び４年７月については、申立人から提出された給与支給明細書から、申立人

が主張するとおり、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額はオンライ

ン記録の標準報酬月額よりも高額であることが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定

し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉徴収していたと

認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支給明細書において

確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間のうち、平成元年 12 月は

20 万円、２年８月から同年９月までは 24 万円、３年９月は 26 万円、４年７

月は 32万円とすることが妥当である。 



                      

 

  

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としてお

り、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 62 年８月から平成元年 11 月まで、２年１月

から同年７月まで、同年 10 月から３年８月まで、同年 10 月から４年６月ま

で、同年８月から５年７月までの標準報酬月額については、給与支給明細書

において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライ

ン記録の標準報酬月額が一致していることから、特例法による保険給付の対

象に当たらないため、あっせんは行わない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間③及び④について、標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により、賞与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における平成 16 年７月 14 日及び同年 12 月 16 日の標準賞与額を

27万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年 11月１日から 17年 10月 26日まで 

② 平成 15年 12月 10日 

                          ③ 平成 16年７月 14日 

             ④ 平成 16年 12月 16日 

                          ⑤ 平成 17年７月 22日 

申立期間①について、標準報酬月額の記録が報酬月額より低いと思うの

で調査してほしい。また、申立期間②から⑤までに支給された賞与から厚

生年金保険料が控除されているにもかかわらず、事業所が社会保険事務所

（当時）に対し、当該賞与に係る届出を行っていなかったため厚生年金保

険の記録に反映されていない。申立期間について、厚生年金保険の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③及び④について、申立人から提出された平成 16 年の預金通帳、

同年の給与明細書及びＢ市から提出された同年分源泉徴収票により、申立人

が主張するとおり、申立人は、Ａ社から賞与の支払を受け、当該賞与から厚

生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及



                      

 

  

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準賞与額については預金通帳、給

与明細書及び源泉徴収票から、いずれも 27 万 5,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①について、申立人から提出された預金通帳及び給与明細

書から、申立人が主張しているとおり、報酬月額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額よりも高額であることが確認できる。 

しかし、申立人から提出された申立期間①の一部に係る給与明細書に記載

されている厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額より低額又は一致していることが確認できる。 

また、申立期間①に厚生年金保険被保険者であった複数の同僚について、

申立期間①に係る標準報酬月額を調査したところ、いずれも不自然な点は見

られない上、申立人の標準報酬月額のみが低額であるという事情は見当たら

ない。 

このほか、申立期間①について、標準報酬月額に誤りがあることをうかが

わせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②及び⑤について、申立人から提出された預金通帳から、申立人

が主張するとおり、当該事業所から賞与の支払を受けていたことは認められ

る。 

しかしながら、Ａ社に照会したものの、当時の資料が無いため不明として

おり、申立人の申立期間②及び⑤の賞与支払額及び厚生年金保険料の控除額

について確認することができない。 

このほか、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②及び⑤に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 35 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 9,000円にすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年９月 30日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 35 年４月１日にＡ事業所へ入社し、平成 14 年３月まで継続

して勤務していた。しかし、厚生年金保険の被保険者記録に１か月の空白

期間がある。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ｂ社の子会社であるＣ社より提出された「職員名簿及

び勤務に関する記録」から、申立人はＡ事業所に継続して勤務していたこと

が認められる。 

また、Ｃ社に照会したところ、「臨時雇用や見習社員という形態は、正社

員前提で雇用しており、勤務記録からも分かるように、継続して勤務してい

たため、厚生年金保険料も毎月給与から控除していたものと考えるのが妥当

である。」旨の回答があった。 

さらに、申立期間において、Ｄ県内のＡ事業所を除く同業種の事業所に在

籍しており、申立人と同様、Ｅ共済組合の組合員となった同僚５人（申立人

が記憶している同僚を含む。）の記録を確認したところ、全員が同共済組合

の資格取得日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料



                      

 

  

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所における昭

和 35 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、9,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業

主は不明としているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ず、事業主が資格喪失日を昭和 35 年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを同年９月 30 日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主は同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は

申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ丸における資格喪失日に係る記

録を昭和 28年 11月 27日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年７月 11日から同年 11月 27日まで 

昭和 28 年初めから同年 11 月末まで、舳
へ

乗りとしてＡ丸に乗船していた。

毎年７月以降は鰹漁の最盛期であり、乗船していなかったとは考えられな

い。一緒に乗っていた同僚は記録があるのに、自分だけ記録が無いのは納

得がいかないので、申立期間について、船員保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ａ丸に一緒に乗船していたと主張する同僚に照会したところ、

複数の同僚が「申立人と一緒に、昭和 28 年１月２日から同年 11 月末までＡ

丸に乗船していた。申立人が先に下船したことは無い。」と供述している上、

申立人が供述している当時の状況は具体的で、申立人が申立期間に同船に乗

船していたことが推認できる。 

また、申立人及び申立期間に船員保険被保険者であった同僚が供述してい

る申立期間当時のＡ丸の乗組員数と同船の船員保険被保険者名簿の被保険者

数がほぼ一致するため、同船において、全ての乗組員が船員保険の被保険者

資格を取得していたと考えられる上、申立期間以前から申立人と共に乗船し

ていた同僚は、昭和 28年 11月 27日まで船員保険の被保険者期間となってい

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間について、Ａ丸における



                      

 

  

船員保険の被保険者として、事業主により船員保険料を給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ丸における昭和 28

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、資料が無いため不明としており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、34 万円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年 10月１日から 19年７月１日まで 

年金事務所に記録されている標準報酬月額と給与支払明細書の支給金額

に相違があるため、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与支払明細

書及びＡ社から提出された賃金台帳から、申立人が主張するとおり、報酬月

額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額よりも高額であ

ることが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間における標準報酬月額については、給与支

払明細書及び賃金台帳において確認できる厚生年金保険料控除額から、34 万

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立期間の申立人の報酬月額の届出誤りを認めており、また、健康

保険厚生年金保険被保険者資格取得届の内容がオンライン記録と一致してい

ることから、社会保険事務所（当時）の記録どおりの届出がなされ、その結

果、社会保険事務所は、申立期間について、当該標準報酬月額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により、賞与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における平成 19 年 12 月 10 日の標準賞与額を 20 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 10日 

申立期間について、支給された賞与から厚生年金保険料が控除されてい

るが、年金事務所の厚生年金保険の記録に反映されていない。 

申立期間について、標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び事業主から提出された賞与支給明細書により、申立人は、申立

期間において、事業主から賞与の支払いを受け、その主張する標準賞与額

（20 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を社会保険事務所（当

時）に対して提出していないこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料に

ついても納付していなかったことを認めていることから、社会保険事務所は、

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



                      

  

三重国民年金 事案 981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 43年３月まで 

    婚姻とともにＡ市に転居し、国民年金の加入手続を行った。申立期間当

時、国民年金保険料は、２、３か月に１度、集金に来てもらっていた。保

険料を納付すると、カードに領収の印を押してもらっていた。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人に係る戸籍謄本及びその附票から、申立人が、昭和 37 年２月

＊日に婚姻していること、及び同年１月６日にＡ市の住民登録を行ったこと

が確認できることから、申立期間のうち 36 年４月から同年 12 月までの期間

は、婚姻前、かつ、その両親らと同居していた期間となるところ、申立人は、

婚姻前の国民年金保険料納付に直接関与しておらず、「兄の保険料が納付済

みであれば、両親は私の保険料も一緒に納付してくれていたのではない

か。」としているが、申立人の兄の当該期間を含む 36 年４月から 42 年３月

までの期間の保険料については、47 年６月に第１回特例納付により遡及納付

されたものであることから、遡及納付されるまでは、当該期間に係るその兄

の保険料は未納であったと考えられる。 

さらに、申立人は、婚姻を契機としてＡ市に居住し、その際、国民年金の

加入手続を行ったとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記

号番号の前後の被保険者の資格取得日等から判断して、昭和 45 年 12 月から

46 年２月にかけて払い出されたものとみられ、申立人及び申立人の記号番号

と連番であるその妻に係る同市の国民年金被保険者名簿には、いずれにも

「受付年月日 46．２．３」と記載されていることから、申立人及びその妻の



                      

  

国民年金加入手続は 46 年２月頃に行われたものと考えられる上、申立期間に

ついて別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間を含め、国民年金加入期間については、定期

的に国民年金保険料を納付しており、遡及納付した記憶は無いとしているが、

申立人及びその妻の上記国民年金手帳記号番号に係る国民年金被保険者台帳

から、申立人及びその妻共に、昭和 46 年３月に 43 年４月から 44 年 12 月ま

での期間の保険料を第１回特例納付及び過年度納付により、46 年４月に 45

年１月から同年３月までの期間の保険料を過年度納付により、それぞれ遡及

納付していることが確認でき、申立内容に不合理な点も見受けられる。 

このほか、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



                      

  

三重国民年金 事案 982 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年４月から 52 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 52年６月まで 

家族の国民年金保険料は父親が納付しており、私の保険料についても、

申立期間を含めて、父親が納付していた。母親の保険料について領収書が

残っているので、私の分だけを納付していないということは考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の父親が国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の

加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、それらを行ったとする申立

人の父親も他界しているため、加入手続及び保険料納付の状況が不明である。 

また、申立期間は昭和 48 年５月２日から 51 年４月 21 日までの厚生年金保

険被保険者期間と 52 年７月１日から 53 年４月１日までの厚生年金保険被保

険者期間に挟まれた期間であるが、オンライン記録によると、申立期間は平

成７年３月に国民年金の加入期間として追加されたものであり、このことを

前提にすると、同年同月に加入記録が追加されるまでは、申立期間は未加入

期間であったと考えられる上、加入記録が追加された時点では、申立期間は

時効により国民年金保険料を納付できない期間であるほか、申立期間につい

て別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人に係る国民年金被保険者台帳及びＡ町の国民年金被保険者

名簿共に、昭和 48 年５月２日に国民年金被保険者資格を喪失後、53 年４月

１日に被保険者資格を再取得した旨記載されており、申立期間は未加入期間

となっている上、当該資格喪失及び再取得年月日が、上述の厚生年金保険に

係る被保険者資格取得及び喪失年月日と一致していることや、当該国民年金

被保険者名簿には、「資格喪失年月日 48．５．２」の記載と並んで、申立人



                      

  

の厚生年金保険記号番号が記載されていることなどを踏まえると、申立人は、

48 年５月２日に厚生年金保険被保険者資格を取得したことを契機として国民

年金被保険者資格を喪失後、53 年４月１日に被保険者資格を再取得するまで、

国民年金に加入していなかったものと考えるのが自然である。 

加えて、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

三重国民年金 事案 983 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年７月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月から 48年３月まで 

    申立期間は、家族全員で自営業をしていた時期であり、同居していた家

族は国民年金保険料を納付しているのに、私の保険料だけが未納となって

いることは納得できない。国民年金の加入手続は父親が行い、保険料は母

親が集金人に支払っていた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国

民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、それらを行ったと

する申立人の両親も他界しているため、加入手続及び保険料納付の状況が不

明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48 年４月に払い出されてい

ることから、申立人の国民年金加入手続は同年同月に行われたものと考えら

れるが、その時点では、申立期間の大部分は時効により国民年金保険料を納

付できない期間である上、申立期間について別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間について、同居していた家族の国民年金保険

料は納付済みであるため、自身の保険料についても同様に納付されているは

ずであるとしているが、申立期間当時、申立人と同居していた申立人の家族

の保険料納付状況をみると、申立人の弟について、昭和 42 年＊月に 20 歳到

達後、43 年 10 月１日から 47 年４月１日までは厚生年金保険に加入している

ところ、その国民年金手帳記号番号は 49 年３月に払い出されており、42 年

＊月から 43 年９月までは国民年金の未加入期間となっている上、遡及して国



                      

  

民年金被保険者資格を取得した 47 年４月以降の加入期間についても、同年同

月から 48 年３月までの保険料は未納となっていることから、申立期間当時、

申立人の同居家族について、必ずしも適切に国民年金加入手続及び保険料納

付が行われていなかった状況が見受けられる。 

加えて、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1446 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から 60年１月 26日まで 

申立期間当時のＡ社では、月 16 万円ほどもらっていたので、申立期間に

ついて、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録の標準報酬月額と申立期間当時に支給されてい

た報酬額が相違していると申し立てている。 

しかし、Ａ社に照会したところ、「当時の賃金台帳等の関連資料は無

い。」との回答があり、申立人の申立期間の報酬月額及び厚生年金保険料の

控除額について確認することができなかった。 

また、Ａ社において申立人と同時期に被保険者資格を取得した同僚５人の

オンライン記録の標準報酬月額について調査したところ、申立人と同額又は

申立人より低額であることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが低額で

あるという事情は見当たらない上、そのうちの同僚一人は、「会社と労働組

合が話し合い、標準報酬月額を低額にしたという話を聞いたことがあるが、

保険料の控除額は覚えていない。」と供述している。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額に誤りがあることをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年９月から 33年９月まで 

年金事務所の記録では、Ａ社で働いていた期間が厚生年金保険の被保険

者期間となっていない。また、雇われていないはずのＢ社の記録がある。

私と一緒に働いていた義兄にはＡ社での厚生年金保険の被保険者記録があ

ると聞いているので、申立期間について、同社の厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の上司の供述から、勤務時期は特定できないものの、申立人が同社に

勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ａ社については昭和 28 年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなっていることから、申立期間については、同社は厚生年金保

険の適用事業所ではない上、閉鎖登記簿謄本による調査でも当時の役員等関

係者の所在が判明しないため、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金

保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について関連資料や供述を得る

ことはできなかった。 

また、申立人と一緒に仕事をしていたとする義兄については、申立期間に

Ａ社での被保険者記録は無く、申立人と同じ期間にＢ社における厚生年金保

険被保険者記録が確認できる。 

さらに、申立人がＢ社で厚生年金保険の被保険者記録のある同時期に勤務

していた同僚に照会したところ、｢申立人及び申立人の義兄を知っている。同

じ船に乗って漁をしていた。｣旨の回答があった。 

加えて、申立人は申立期間当時の同僚の氏名等を記憶しておらず、連絡先

も不明であるため、申立期間当時の状況について供述などを得ることはでき



                      

 

  

なかった。 

このほか、申立人の申立事業所での申立期間における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年６月１日から 30年２月１日まで 

私は、確かな時期は覚えていないが、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務して

いたので、調査の上、申立期間について、厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ａ社の厚生年金保険被保険者であった複数の同僚の供

述から、勤務時期は特定できないものの申立人が同社に勤務していたことは

推認できる。 

しかしながら、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン

記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となった年月日は昭和 28 年

６月１日であり、申立期間のうち、27 年６月１日から 28 年６月１日までの

期間については、同社は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認でき

る。 

また、上記同僚に照会したところ、申立期間当時、Ａ社に 40 人から 50 人

の従業員が勤務していたと供述している上、申立人も、同社に 30 人くらい従

業員が勤務していたと供述していること、及び同社が適用事業所となった昭

和 28 年６月１日に厚生年金保険の被保険者となった者は事業主を含めて５人

であり、30 年 12 月 31 日までに厚生年金保険の被保険者となった者は 18 人

であることから、申立期間当時、同社においては必ずしも入社と同時に厚生

年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いをしていなかったことがうかが

える。 

さらに、Ｂ社に照会したところ、「当時の事務担当者は現在 80 歳過ぎの高

齢者であり、当時のことは分からない。」との回答があり、申立人の申立期



                      

 

  

間に係る厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について関係

資料や供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1449（事案 630の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月１日から同年８月 31日まで 

前回申立てにおいて、昭和 20 年４月１日から同年８月 31 日までの期間

についても学徒動員の期間であるとの判断であったが、上級課程に進級し

たのであれば修了証書をもらっているはずであるところ、そうしたものは

もらっていない。また、同年４月以降は学費を払っていない上、会社から

70 円の給料をもらっていたので、申立期間について、もう一度調査し、厚

生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は昭和 20 年３月にＡ校を卒

業後の同年４月から８月までは勤労動員学徒でなかったと主張しているとこ

ろ、同校からＢ社に勤労動員学徒として勤務していた複数の同僚の供述及び

「学制百年史」に 19 年 12 月には中等学校卒業者の勤労動員継続の措置が決

まり、翌年３月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させる旨の記述があるこ

とを踏まえると、申立人は同年４月から８月までにおいても同社に勤労動員

学徒として勤務していたと推認されること、ⅱ）勤労動員学徒については、

労働者年金保険法施行令（昭和 16年勅令第 1250号）第 10条第３号及び厚生

省告示第 50号（昭和 19年５月 29日）により、労働者年金保険の被保険者に

は該当しない取扱いとされていること、ⅲ）申立人が提出したＡ校の同窓会

名簿により連絡先が判明し、申立人と同様に同校からＢ社に勤労動員学徒と

して勤務していたと供述している同僚８人について、申立期間に同社の厚生

年金保険被保険者記録が無い上、そのうち５人から「当該事業所からは給料

をもらっていなかった。」との供述があったこと等を理由として、既に当委

員会の決定に基づき、平成 21年 10月 22日付けで年金記録の訂正は必要でな



                      

 

  

いとする通知が行われている。 

今回、申立人は申立期間について、「上級課程に進級していないし、会社

からは 70 円の給料をもらっていた。」と主張しているが、これを確認できる

関連資料は見当たらない上、申立人から提出されたＡ校同窓会名簿に記載さ

れている同僚の住所とオンライン記録の住所が一致した 35 人について、Ｂ社

に係る厚生年金保険被保険者記録が無く、当該同僚の一人は、「会社と学校

から専門学校を卒業した資格を与えるので、残って仕事をしてほしいと言わ

れたため、昭和 20 年４月から終戦まで働いたが、当該事業所からは給料をも

らっていなかった。また、専門学校の話は終戦と共に消えた。」と供述して

いる。 

したがって、申立人が主張している事情を調査しても、委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被

保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年７月 27日から 19年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）に船員保険の年金加入期間を照会したところ、

昭和 19年４月１日から 20年８月 16日までの期間の加入記録しかなく、申

立期間が空白となっている。Ａ省発行の履歴書には、Ｂ丸に 17 年７月 27

日から 20 年８月 31 日まで海軍軍属として勤務していたことが記載されて

いる。申立期間について、船員保険の被保険者期間であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ省発行の申立人の履歴書の記録から、申立人が昭和 17 年７月 27 日から

20 年８月 31 日までＢ丸に乗船し、国から給与が支払われる海軍甲船員であ

ったことが確認できる。 

しかしながら、「海軍ニ使用セラルル船員ニ船員保険法適用ニ関スル件(昭

和 19 年７月３日 保発第 407 号)」において、戦争中に海軍に使用され、か

つ、給与を支給される船員については、昭和 19 年４月１日から船員保険の被

保険者とする旨が記載されている。 

また、申立人が当時の元同僚として氏名を挙げた者も、申立期間において

船員保険の被保険者記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 22年９月１日まで 

私は、申立期間に実父が既に働いていたＡ事業所のＢ事務所で働き、同

事務所が戦災で焼失後は、同事業所Ｃ事務所で働いた。申立期間について、

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当初、Ａ事業所Ｂ事務所が管轄していたＤ事務所にお

いて、申立人より前から勤務していた実父と一緒に働き、同事務所が戦災に

より焼失した後は、同事業所Ｃ事務所で勤務したと申し立てており、申立人

から氏名の挙がった同僚の供述により、申立人が当該事業所で勤務していた

ことは推認できる。 

しかし、Ａ事業所Ｂ事務所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人

及び申立人が記憶している同僚の氏名は無い上、事業所台帳では、同事業所

Ｃ事務所が厚生年金保険の適用事業所となった年月日は昭和 24 年７月 25 日

であり、申立期間については、同事業所は厚生年金保険の適用事業所ではな

いことが確認できる。 

また、Ｅ事業所に申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用及び厚生年

金保険料の控除の状況について照会したところ、「当時の資料は残っておら

ず、申立人が厚生年金保険に加入していたかどうかは分からない。」との回

答があった。 

さらに、申立人は、当該事業所で勤務していたことを証明できる者として

複数の者の氏名及び連絡先を挙げているが、当該関係者からは、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険の適用等について供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年８月 11日から 53年１月１日まで 

Ａ社の給与明細書が出てきたので申し立てた。申立期間について、厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係るＡ社の給与明細書を所持しており、昭和 52 年

12月 31日まで勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、申立人より提出された給与明細書を確認したところ、社会

保険料の控除額から、申立期間以外に支給された給与の明細書であることが

推認できる。 

また、申立人とほぼ同時期に資格喪失している複数の同僚から、「申立期

間当時、親会社が倒産しており、その際にＡ社の従業員は全員退職した。」

との供述があった上、申立人自身も、そのことについて認める供述をしてい

る。 

さらに、Ａ社は、平成８年７月 31 日に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっているため、閉鎖登記簿謄本による調査で判明した当時の代表取締

役に照会したところ、「当時の資料は全て処理してしまったため、申立人の

申立期間当時の厚生年金保険料の控除については不明である。」との回答が

あり、厚生年金保険料の控除の状況について関連資料や供述を得ることがで

きなかった。 

加えて、申立人の雇用保険記録について確認したところ、昭和 52 年７月

20日に離職し、その翌日に離職票が交付されている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


